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のアドバイス
　詐欺メールは、金銭や情報をだましとる目的で送り
つけられる迷惑メールです。例えば次のようなメール
が送られてきて、折り返し返信や連絡をさせようとし
ます。

●＜重要＞カードご利用確認のお願い
●＜重要なお知らせ＞カード情報更新のお知らせ
●＜セキュリティ警告＞サインインが検出されました
●＜不在通知＞宅配便荷物のお知らせ　など

　誘導先の詐欺サイトは本物と偽物を見分けるのが
大変難しく、詐欺と気付かずに被害に遭う人が増えて
います。

　詐欺メールの中でも多いのが、身に覚えのないサイ
トから登録料や情報料などの利用料金を請求される

「架空請求メール」です。「最終通告」や「法的手段」の
文字に慌てて連絡をしてしまうと、何度も督促を受け
たり、脅される被害に遭う可能性があります。身に覚え
がなければ支払いの必要はありません。すべてのメー
ルを信用しないようにしましょう。

　また、3つの基本と日ごろの備えが大切です。①メー
ルを開かない②リンクをタップしない③個人情報を入
力しない。普段から迷惑メールフィルタリングやセキュ
リティソフトの導入、OSの更新を行いましょう。お知ら
せが気になるときは、届いたメールではなく、公式サイト
や正式な事業者を調べて確認するようにしてください。

　困った時には、早めに市の消費生活センターや県の
消費生活総合センター（☎052‐962‐0999）などに
相談しましょう。

と　き　月・水・金曜日 午前9時～正午　火・木曜日 午後1時～4時
ところ　市役所 消費生活センター

そのメール、詐欺かも！？

市の消費生活
相談

ポイント

大手通販会社や宅配業者などのメールに安易にアクセスしたり、クリックしたりしてはいけません。

尾張旭市民塾「あさぴーなび」講師募集
　皆さんの知識や特技を生かして公民館で講師をしてみませんか。
オンラインでの講師も募集します。
応募資格 応募時に18歳以上（高校生を除く） 募集件数 60講座程度（オンライン講座枠3件程度）

募集
ジャンル

①語学②趣味・教養③芸術（音楽・美術）④料理⑤パソコン⑥健康⑦親子向けなど、15歳以上（中
学生不可）を対象とした各種講座
※⑦のみ15歳以下のかたの参加可
※�営利目的、政治・宗教活動などに類するもの、野外活動、激しいスポーツや大きな音がするものは
不可

応募件数 1人1件

講座の
回数・時間

●�回数/1講座8回まで（オンラインは4回まで。市民塾の講師経験がないかたは1〜8回。書類審査
と面談で決定）
●�時間/①午前10時〜正午②午後1時30分〜3時30分③午後7時〜9時のいずれか（オンライン
は①か②のいずれか。指定不可）

講座定員 7〜20人 開講時期 令和4年6〜12月（指定不可）
開講場所 中央公民館、地区公民館、コミュニティセンター宮浦会館（指定不可）
謝礼 1回5,000円（所得税、交通費などを含む）

応募方法
11月1日（月）〜19日（金）に企画書（中央公民館、各地区公民館、コミュニティセンター宮浦会館で
配布。ホームページからもダウンロード可）を中央公民館へ直接（土・日曜日、祝日を除く午前9時〜
午後5時）。講師経験のあるかたは郵送可（消印有効）

選考方法 ●1次審査/書類審査●2次審査/面談（講師経験のあるかたは1次審査のみ）
応募・問い合わせ先/中央公民館（〒488-0803�東大道町山の内2410-2）�☎54-5300

教えたい 学びたい


